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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月31日(2013.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘアカール用の装置であって、把持部（２）、第１のアーム（４）および第２のアーム
（５）を備え、
　前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）は、それぞれの第１端部（６，７）
で前記把持部（２）に接続されており、かつ、長手方向の軸心（Ｘ）にほぼ沿って、互い
に平行に並列配置されており、
　さらに、前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）のうちの少なくとも１つを
加熱する加熱手段（２４，２５）を備えるヘアカール用の装置（１）において、
　前記第１のアーム（４）が、前記把持部（２）に固定された固定半アーム部（１４）と
、その固定半アーム部（１４）に弾性支持された可動半アーム部（１６）とを有し、
　前記第２のアーム（５）も、前記把持部（２）に固定された固定半アーム部（１５）と
、その固定半アーム部（１５）に弾性支持された可動半アーム部（１７）とを有し、
　前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）のそれぞれが、全体としてほぼ半円
柱形であり、前記可動半アーム部（１６，１７）に形成された第１の平坦面（１８，１９
）と、前記固定半アーム部（１４，１５）に形成された第２の凸状面（２０，２１）とを
有し、
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　前記平坦面（１８，１９）同士は対向し、前記凸状面（２０，２１）同士は背を向ける
ように配置され、
　使用中でない状態で、前記第１のアーム（４）の前記可動半アーム部（１６）および前
記第２のアーム（５）の前記可動半アーム部（１７）が、前記アーム（４，５）の全長に
わたって互いにほぼ並列配置されていることを特徴とするヘアカール用の装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のヘアカール用の装置において、
　使用中でない状態で、前記第１のアーム（４）の前記可動半アーム部（１６）および前
記第２のアーム（５）の前記可動半アーム部（１７）が、所定の距離だけ離れて配置され
ているヘアカール用の装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のヘアカール用の装置において、
　前記加熱手段が、第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）を有しており
、その第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）のそれぞれが、対応する前
記可動半アーム部（１６，１７）に収容されているヘアカール用の装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載のヘアカール用の装置において、
　前記加熱手段が、第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）を有しており
、その第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）のそれぞれが、対応する前
記固定半アーム部（１４，１５）に収容されているヘアカール用の装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載のヘアカール用の装置において、
　前記可動半アーム部（１６，１７）のそれぞれが、対応する前記アーム（４，５）の、
前記把持部（２）とは反対側の第２端部（８、９）に、ヘッド部（５０，５１）を有する
ヘアカール用の装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のヘアカール用の装置において、
　前記ヘッド部（５０，５１）が、断熱材で構成されているヘアカール用の装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載のヘアカール用の装置において、
　前記アーム（４，５）のうちの少なくとも１つのアームにおける前記固定半アーム部（
１４，１５）の凸状面に、少なくとも１つの畝（７０，７１）が前記長手方向の軸心（Ｘ
）を横切って延びるように形成されているヘアカール用の装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のヘアカール用の装置において、
　前記第１のアーム（４）の畝（７０）が、前記第２のアーム（５）の畝（７１）からず
れた位置にあるヘアカール用の装置。
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